
短期滞在手術等基本料Ⅰについて 

 

当院では、白内障手術や翼状片手術をより安全に行えるよう、看護師の人員や回復室の設備を整えており、

「短期滞在手術等基本料 1」 の施設基準を満たしましたので、厚生労働省より「短期滞在手術等基本料 1」 

の算定を認可されました。  

令和 4 年 12 月より、白内障手術や翼状片手術を受けられ方には、手術当日に「短期滞在手術等基本料 

1 」を算定させて頂いております。 

看護師の増員や回復室での処置、対応、及び帰宅後に術後の状態に変化が 生じた際にも対応できるよう体

制を整えておりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。 


